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相続税の基礎（税額計算編） 

 

 

   

相続税は、個人が亡くなられた方（以下、被相続人といいます。）から相続などによって財産を取得した場合

に、その取得した財産に課される税金です。相続税の申告が必要となる場合には、被相続人の亡くなった日の

翌日から 10 か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出し、原則として金銭

により納付しなければなりません。 

■ 相続税の申告が必要となる場合 

 相続税は、相続した財産の総額が基礎控除額を超える場合に課税されます。基礎控除額を超えない場合は、

相続税の申告義務はありません。基礎控除額は、平成 27 年の相続より、従来の 6 割に減額されています。 

基礎控除額 ＝ 3,000 万円 ＋ 600 万円 × 法定相続人の数 

■ 相続税の対象となる財産 

 相続税は、原則として、被相続人が亡くなった日に所有していた財産を相続等により取得した場合にかかりま

す。財産は、現金、預貯金、有価証券、土地、家屋など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべて

のものをいいます。相続税のかかる財産とかからない財産は以下のとおりとなります。 

 

■ 相続税の計算方法【課税遺産総額から各人の納付税額まで】 

相続税の計算は、まず遺産総額から債務や葬式費用などを控除し課税価格を算出します。そして、課税価

格から基礎控除額を控除した「課税遺産総額」を計算します。「課税遺産総額」を法定相続分で取得したと仮定

した金額に按分し、税率を乗じ「各人の税額」を計算します。「各人の税額」を合計して「相続税の総額」を算出

します。「相続税の総額」を実際に財産を取得した人の課税価格割合で按分し、「各人の算出税額」を計算しま

す。さらに配偶者の税額軽減（Q&A 参照）などの一定の調整を加え、「納付すべき税額」が計算されます。 

 

 

本来の相続財産 一定の贈与財産 みなし財産
相続税のかかる財産

相続税がかからない財産

・土地
・家屋
・預貯金
・有価証券
・家庭用財産
・事業用財産　など

・生命保険金
・退職手当金
・生命保険契約に関する
権利
・定期金に関する権利等
など

・相続開始前3年以内に
贈与を受けた財産
・相続時精算課税により
贈与を受けた財産　など

・墓地や墓石、仏壇など
・相続人の取得した生命
保険金及び退職手当金の
うち、非課税限度額による
一定の金額（Ｑ&Ａ参照）
など

妻 長男 次男
7,400万円 4,440万円 2,960万円

1/2 1/4 1/4

法定相続分に応じた

各取得金額

法定相続分に応じた

各取得金額

法定相続分に応じた

各取得金額
5,000万円 2,500万円 2,500万円

各人の税額 各人の税額 各人の税額
5,000万円×20％

-200万円＝800万円
2,500万円×15％

-50万円＝325万円
2,500万円×15％

-50万円＝325万円

各人の算出税額 各人の算出税額 各人の算出税額 725万円 435万円 290万円

△725万円

各人の納付税額 各人の納付税額 各人の納付税額 0円 435万円 290万円

相続人

各相続人の課税価格

法定相続分

1,450万円

課税遺産総額

相続税の総額

（各人の課税価格の比による按分）

相続税額の2割加算、贈与税額控除、配偶者の税額軽減など

1億4,800万円-4,800万円（3,000万円+600万円×3名）＝1億円

●相続税の計算の流れ 

【課税遺産総額から納付税額まで】 
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